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令和５年度勤労者の骨髄ドナー確保等活動支援金交付申請要領 
 

１  事業の概要 

 (1) 目 的 

      骨髄又は末梢血幹細胞（以下「骨髄等という。」）を提供するための休暇制度の

導入、骨髄等移植に関する普及啓発、ドナー登録会の開催など、骨髄等を提供しや

すい職場環境づくりとドナーの確保に積極的に取り組む企業に対して、支援金を交

付することにより、骨髄等移植の円滑な推進を図ります。 
 

 (2) 支援金の名称 

   勤労者の骨髄ドナー確保等活動支援金（以下「支援金」という。） 

 

(3) 支援金の交付対象 

健康づくりチャレンジ企業（「企業との協働による健康づくり促進事業実施要領」

第３条）として兵庫県に登録されている企業・団体（以下「企業等」という。）であ

って、兵庫県内に所在する事業所において、次の３つの区分すべてについてそれぞれ

１つ以上の項目を満たす者。 

 

区 分 項    目 

Ａ 支援制度 ①  骨髄等ドナー特別休暇制度（日本骨髄バンクを通じて骨髄等

を提供するために有給休暇とは別に休暇を取得できる制度で

あり、名称は問わない。）を運用又は令和6年3月31日までに

導入すること。 

②  骨髄等提供のために仕事を休んだ場合に、給与相当分が補償

される仕組みを運用又は令和6年3月31日までに導入するこ

と。 

Ｂ 普及啓発 ①  骨髄等移植に関する社内及び社外への啓発活動を実施する

こと。 

②  ドナー経験者又は元患者等を招いての講習会を開催するこ

と。（他企業との共同開催を含む。） 

Ｃ 機会確保 ①  献血併行型ドナー登録会を開催すること。（他企業との共同

開催を含む。） 

②  骨髄バンクドナー登録制度の説明員資格を有する者が１人

以上在籍していること。 

 

また、交付は同一企業等について各年度１回のみとします。同一企業等の中にす

でに交付を受けた事業所が存在する場合は、交付を受けることができません。 

なお、令和４年度以前に支援金の交付を受けた事業所においては、交付要件のう

ち、前回実施した項目に新たな項目を１つ以上加える場合のみ交付対象とします。 

 

(4) 支援金の交付額 

一律１０万円 

 

(5) 交付対象経費 

骨髄等ドナーの確保・支援及び骨髄等移植の普及啓発に要する経費として、幅広
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く使っていただけます。（薬務課と協義のうえ収支予算書及び収支決算書を提出し

ていただきます。） 

 

２ 申請等手続き 

   支援金に関する交付申請、交付の決定、交付、実績報告等については、別に定め

る令和５年度保健医療部補助金交付要綱に従って行います。 

   具体的な手順は次のとおりです。 

 (1) 事業計画の検討・作成 

  ア 健康づくりチャレンジ企業に登録されていない企業等は、登録手続きをお願い

します（別添リーフレット参照）。 

イ 以下の留意事項を参考のうえ、令和５年度中に支援金交付要件を満たす計画を

立ててください。 

区分・項目 留 意 事 項 

Ａ 支援制度 

① 骨髄等ドナー特

別休暇制度 

・例えば、ボランティア休暇の取得事由の一つとして骨髄等

提供を認める場合も該当します。 

・以前から制度が創設・運用されている場合も該当します。 

Ａ 支援制度 

② 骨髄等提供のた

めに仕事を休ん

だ場合の給与補

償 

・特別休暇の対象とならない非正規従業員等が骨髄等提供の

ために仕事を休んだ場合、給与の減額分を補償する制度な

どが該当します。 

・以前から制度が創設・運用されている場合も該当します。 

Ｂ 普及啓発 

① 社内及び社外へ

の啓発活動 

・社内への啓発と社外への啓発の両方を実施していただく必

要があります。 

・社内への啓発として、例えば、骨髄バンク推進月間のポス

ターの掲示、社内報への啓発記事の掲載などが考えられま

す。 

・社外への啓発として、例えば、取組のホームページでの紹

介、同業者の会議等での発表などが想定されます。 

Ｂ 普及啓発 

② 元患者等を招い

ての講習会 

・講師は、元患者、骨髄提供経験者、日本骨髄バンクの骨髄

移植コーディネーター、日本骨髄バンクが認定する説明員

などが想定されます。 

・講師の選定に際しては、日本骨髄バンクや骨髄バンク支援

ボランティア団体の協力を得ることができます。薬務課に

ご相談ください。 

Ｃ 機会確保 

① 献血併行型ドナ

ー登録会 

・赤十字血液センターに献血バスの配車を依頼し、そのうえ

で、骨髄バンク説明ボランティア団体から説明員の派遣を

受けて開催します。 

・まずは、赤十字血液センター又は薬務課にご相談ください。 

Ｃ 機会確保 

② 説明員有資格者

の在籍 

・説明員資格は、骨髄バンク説明ボランティア団体が実習指

導等を行い、日本骨髄バンクに推薦し、同バンクが認定し

ます。希望者がいれば、まずは薬務課に相談してください。 

・すでに説明員資格を有する方が一人以上在籍（常勤、非常

勤を問わない。）していれば該当します。 

(2) 支援金交付申請書類の提出 

   事業計画の内容が固まったら、支援金交付申請書類を提出してください。 

   その際、令和５年度中に交付要件を満たす目途がたっていれば申請が可能です。
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申請時に講習会やドナー登録会の日時まで確定している必要はありません。 

  ア 提出書類 

   (ｱ) 骨髄ドナー確保等活動支援金交付申請書（様式第１号－１） 

   (ｲ) 事業計画書（別紙１） 

   (ｳ) 事業計画書に定める添付書類 

  イ 留意事項 

   (ｱ) 申請書類一式は郵送または持参により提出してください。 

(ｲ) 提出書類について、県から内容の問い合わせをする場合があります。 

   (ｳ) 県から提出書類の修正や資料の追加提出を求めることがあります。 

  ウ 提出先（問合せ先） 
    兵庫県保健医療部薬務課（所在地・連絡先は末尾の３に記載のとおり） 
  エ 提出時期 
    事業計画が固まったら速やかに提出してください。 

支援金交付申請書類一式を提出し、交付決定を受けた後に、事業を実施してい

ただくことになります。事業実施後の交付申請は認められませんので、ご注意く

ださい（区分Ａ①②及び区分Ｃ②はこの限りではありません。）。 

 

 (3) 審査・支援金交付決定 

  ア 申請された事業計画について、県が審査を行います。 

  イ 申請から支援金交付決定までは、１ヶ月を見込んでください。 

  ウ 審査の結果、支援金交付決定が認められない場合や事業計画の変更を求めるこ

とがあります。 

 

 (4) 支援金交付決定通知書の送付 

審査の結果、申請された事業が支援金交付対象事業として承認されると、県から

支援金交付決定通知書(様式第２号－１)を送付します。 

なお、本通知書は、交付対象事業として承認されたことを通知するものであり、

支援金の交付が確定されたわけではありません。 

 

 (5) 事業の実施 

   支援金交付決定通知書を受け取った後、県に提出した事業計画書に従って、事業

を実施してください。 

 

 (6) 事業の変更、中止又は廃止 

  ア 事業実施内容が事業計画書の記載内容から変更になる場合、交付要件を満たす

範囲内であれば、そのまま実施して差し支えありません。 

    交付要件を変えるような変更には支援金変更申請書(様式第３号－１)を提出

していただきますが、事前にご相談ください。 

  イ 万一、交付要件を満たす事業実施ができなくなった場合は、速やかに骨髄ドナ

ー確保等活動支援金事業中止（廃止）承認申請書（様式第５号－１）を提出して

ください。県において申請内容を確認のうえ、骨髄ドナー確保等活動支援金事業

中止（廃止）承認通知書（様式第６号－１）を送付します。 

 

 

 (7) 事業実績報告書・支援金請求書の提出 

   事業を実施し終わったら、事業実績報告書と支援金請求書を提出してください。 
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  ア 提出書類 

   (ｱ) 骨髄ドナー確保等活動支援金事業実績報告書（様式第８号－１） 

   (ｲ) 事業実績報告書（別紙２） 

   (ｳ) 事業実績報告書に定める添付書類 

   (ｴ) 骨髄ドナー確保等活動支援金請求書（様式第１０号－１） 

  イ 提出期限 

    次のいずれか早い日までに提出願います。 

   ・事業完了後１か月以内 

   ・令和６年４月10日 

 

 (8) 完了確認・支援金の支払い 

  ア 完了確認 

事業実績報告書が提出された後、県は当該事業について完了確認を行います

（主に書面により確認します。）。 

  イ 支援金の支払い 

事業が適正に実施されていることが確認されれば、県において支援金額を確定

し、支援金請求書に基づき、指定された金融機関の口座に支援金を振り込みます。 

    遅くとも令和６年５月31日までに振り込みます。 

 

＜申請等手続きの流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 問い合わせ先・申請書等の提出先 

  兵庫県保健医療部薬務課 薬務指導班 
  〒６５０－８５６７ 神戸市中央区下山手通５丁目１０－１ 

 兵庫県庁１号館４階 ＴＥＬ ；０７８－３４１－７７１１（内線３３０９） 
           ＦＡＸ ：０７８－３６２－４７１３ 
           Ｅメール：yakumuka@pref.hyogo.lg.jp 
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(1)事業計画の検討・作成 
(2)支援金交付申請書類の提出 

(3)審査・支援金交付決定 
(4)支援金交付決定通知書の送付 

(5)事業の実施   
※事業を中止又は廃止する場合は、 
(6)事業中止（廃止）承認申請書を提出 

(7)事業実績報告書・支援金請求書の提出 

(8) 完了確認・支援金の支払い 


